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○今後ともいっそうコンプライアンスに配慮いただきたい。

委員会による意見具申
又は勧告の内容

○工事内容により入札参加者が限定される案件についても、入札の競争性を確
保するよういっそう工夫をしていただきたい。

○災害の本復旧工事においても、入札の競争性を確保しつつ、厳正かつ迅速な
入札手続きを行っていただきたい。

指名競争入札

意見・質問 回答

（備考）

○審議対象期間中の総契約件数、入札参加停止措置

状況、入札契約制度の適正化に係る取組状況並びに

談合情報の対応について説明

抽出案件

一般競争入札

随意契約

委員からの意見・質問、
それらに対する回答等 次　頁　参　照

平成２３年８月 １日～平成２３年１１月３０日審議対象期間

久保　博子

三浦　晴彦

０７４２－２７－７４２５

開催日及び場所

川﨑　祥記　（欠席）

委員

○抽出案件については、格別の不正を疑わせる内容もなく妥当と考える。

平成24年2月21日

公共工事契約管理係

池田　辰夫

平成２３年度　第３回　奈良県入札監視委員会議事概要

平成２４年２月７日 （火）

県庁第１委員会室

土木部公共工事契約課
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○取水場工事の一部である無停電装置更新工事
だけだと、入札参加資格の基準が違ってもいいと思
うがどうか？水道法と関係するのか？

●この工事案件である無停電装置というものは、自家
発電を起動するための電源や自家発電機を起動する
までの間監視制御装置に電力を供給する装置である。
そのため、水道特有の監視制御装置や基盤の装置に
ついて知識がない業者は、他の装置との取り合いにつ
いて理解できない。そこで参加資格要件に定めてい
る。

○本案件の入札参加者は下市取水場においての
施工実績はあるのか？

案件３（重要文化財談山神社本殿・瑞垣彩色及び漆塗工事）

○１者が欠格となっているが、その理由は？ ●当案件は総合評価落札方式で入札を行っている。
技術提案書においてシステム設計者の氏名の記載を
求めているが、その記載がなかったため、提出書類作
成不備で欠格となった。

○入札結果の書類において「内訳書未確認」と記
載されているが、どういう意味か？

●当該書類は入札手続きの途中で打ち出したため、そ
のように表記されている。

回　　答質　　問

案件１（県営ほ場整備事業　田原南地区　第３－９工区の第４工事）

●入札書の提出がなかった６者のうち、２者は入札参
加意思表明はあったが技術提案書の提出がなかった
ため失格、１者は技術提案書の書類不備で失格、１者
は辞退書の提出あり、２者は技術提案が全く同じもの
であったため失格とした。
　技術提案が全く同じであった場合は、国土交通省と
同様に、「入札参加者独自の提案ではない」として失格
とした後に事情聴取を行っている。
　技術提案が全く同じとなった理由としては、「下請け
業者に書かせてそのまま提出した」や「コンサルタント
会社など他の者が書いたものをそのまま提出した」な
ど。
　セミナーに参加したり、コンサルタント会社などから技
術を習得するのは問題ない。要は、入札参加者独自の
提案として作成・提出し、現場で履行することが重要で
ある。
　この２者に対しては、談合につながる恐れがあるとし
て厳重注意した。
　なお、他の者については、独自の技術提案を提出し
ていた。

●落札者は施工実績がある。落札者とならなかった者
については実績がない。

○技術力に差はないのか？技術提案に評価をしな
くていいのか？

●応札者は国の選定保存技術の保存団体の者が３
者。他の１者はその団体には属していないが、今回落
札した者から独立した会社。県文化財保存事務所にお
いて実績を把握しており、技術提案は行っていない。

○技術提案書の施工計画において２者が同じもの
だったという説明があったが、他は全部違うもの
だったのか？

案件２（下市取水場無停電装置更新工事）

○入札に参加した２者は水道設備の一部施設の知
識がある者か？

●入札参加要件に定めていることもあり、水道施設の
経験がある者である。無停電装置は附帯的な装置との
取り合いがあるので、実績のある者でないと困難。そこ
で参加者数が少ない。
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案件７（社会資本整備総合交付金事業（効果促進・街路）　第５９０－１号）

案件５（室生川　河川閉塞・河川等土砂撤去工事　第ＵＫ－１－３－１１号）

案件４（一般国道３６９号地域自主戦略交付金事業（道路橋梁補修）　第３－３３－５－２号）

○入札参加者４者に技術力の差はないと認められ
るのか？技術力がない者が応札した際はどうする
のか？

●４者の中でも技術力の差はある。落札者は漆塗にお
いては最も実績・技術力がありスタッフも整っている。
適切な施工困難な者が落札候補者になった時は、失
格となる。

案件６（大峯山公園線　社会資本整備総合交付金事業（道路改良）工事　第繰５－補正－１１－４号）
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